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１　職員の任免及び職員数に関する状況

一　人事行政の運営の状況

(1)　職員の任免

（単位：人）

令和６年度に退職した一般職の職員の状況は、次のとおりである。

(ｱ)　退職者

ア　常勤職員（再任用職員を除く。）

(注)１　「一般行政職」とは、行政職給料表適用者をいう。以下同じ。

　　２　「研究職」とは、研究職給料表適用者をいう。以下同じ。

　　３　「医療職」とは、医療職給料表(一)～(三)適用者をいう。以下同じ。

　　４　「教育職」とは、教育職給料表(一)～(二)適用者をいう。以下同じ。

　　５　「警察職」とは、公安職給料表適用者をいう。以下同じ。

　　６　「技能労務職」とは、技能職等給料表適用者をいう。以下同じ。

（単位：人）

(ｲ)　採用者

令和６年度に採用した一般職の職員の状況は、次のとおりである。

146

1,141

14

18

35

649

区 分 退 職 者 数

279

警 察 職

合 計

技 能 労 務 職

教 育 職

一 般 行 政 職

研 究 職

医 療 職

区 分 採 用 者 数

218

研 究 職

医 療 職 20

教 育 職

128

合 計 823

10

297 1,027

一 般 行 政 職

　再任用制度は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第28条の４及び
第28条の５の規定により、高齢職員の知識、経験を活用することなどを目的として実施するも
のであり、再任用を希望する退職職員を、選考による能力実証を経て任用している。
　任用形態は、一般職員と同様に週38時間45分の勤務となる常時勤務職員と一般職員より短い
時間での勤務となる短時間勤務職員がある。
　令和６年４月１日現在の再任用職員の状況は、次のとおりである。

常時勤務職員 短時間勤務職員 合 計

730

439

警 察 職

（単位：人）

イ　再任用職員

技 能 労 務 職 8
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(注)

　令和６年４月１日現在の各任命権者の条例定数及び職員数は、次のとおりである。

13,383

18

19

12,859

12

19

(注)　知事部局等は、企業局及び議会事務局を含む。

2

13,401

541

3.79%

　障害者の雇用促進を図るため、一般事務職等の障害者の選考考査を実施しており、今後も一層
の雇用確保に努めていくこととしている。
　令和６年６月１日現在の各任命権者の障害者実雇用率は、次のとおりである。

区 分

実雇用率

知事部局等

3.13%

120

(3)　障害者の任用状況

教育委員会の事務局及び教育委員会の所管
に属する学校以外の教育機関の職員

教育委員会の所管に属する学校の職員及び
県費負担教職員

労働委員会事務局

4,334

人事委員会事務局

　会計年度任用職員は、法第22条の２の規定により、選考による能力実証を経て任用してい
る。任用形態は、一般職員と同様に週38時間45分の勤務となる職員（フルタイム）と一般職員
より短い時間での勤務となる職員（パートタイム）がある。
　本報告では、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条第２項の規定により、フル
タイムの会計年度任用職員について記載する。
　令和６年度に任用した会計年度任用職員の状況は、次のとおりである。

会計年度任用職員

69

　令和６年度中に任用した会計年度任用職員の延べ人数であり、同一職員が、同一年度
内に複数回任用された場合には、任用毎に人数を計上している。

(2)　職員数

ウ　会計年度任用職員

海区漁業調整委員会事務局

　職員数は、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を除く。

24

13,942

524

警察本部

企業局

5,350

43

6

条例定数 職員数

（単位：人）

区 分

22

(注)１

（単位：人）

147

5

知事部局

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

教育委員会

4,354

2.78%

教育委員会 警察本部

合 計 23,888 22,725

　　２

　職員数は、毎年度総務省に報告する「地方公共団体定員管理調査」の数値である。

4,766

41

6
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２　職員の人事評価の状況

イ　教育委員会

　警視及び同相当職一般職員については、業績評価と業務運営、組織統率等の能力評価を総合
的に行うこととしている。
　警部及び同相当職一般職員以下については、目標の達成度・迅速度等の実績、業務への取組
姿勢といった業績評価と、知識技能、創意工夫、判断・実行力、折衝調整力等といった能力評
価を総合的に行うこととしている。
　評価者は、被評価者に対し、その直属の上位階級の上司となっている。

　任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり、発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で
行われる勤務成績の評価（人事評価）を実施し、これを任用、給与、分限その他の人事管理の基礎
として活用している。
　各任命権者においては、職員個々の適性、能力、経験などを把握し、それに基づいた適材適所の
人事配置や昇任を行うことにより、職員の意欲を引き出し、資質向上を図っている。
　各任命権者の職員の人事評価の状況は次のとおりである。

ウ　警察本部

　副部長級以上の職員については、組織運営に必要な判断力、情報分析力、統率力等について
総合的に評価を行うこととし、評価者は、被評価者に対し上位の部局長等となっている。
　参事級及び課長級以下の職員については、職務上の行動等を通じて顕在化した能力を把握し
て評価する「能力評価」、職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを把握し、挙げた業績
を評価する「業績評価」により評価を行うこととし、評価者は被評価者の所属長等となってい
る。
　なお、いずれの職位においても、複数段階の評価を行っている。

　校長については、教育活動の計画と実施、組織運営・職員指導監督、事務掌理・施設管理に
ついて、自己評価、面談の結果等を総合的に勘案して評価を行うこととし、評価者は、県立学
校においては県教育委員会教育長、市町村立学校においては市町村教育委員会教育長となって
いる。
　教頭、教諭、養護教諭、事務職員等については、それぞれの職種に応じた評価項目により評
価を行うこととし、評価者は、県立学校、市町村立学校とも被評価者の所属する学校の校長等
となっている。

ア　知事部局等
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(2)　職員給与費

ア　常勤職員及び短時間勤務再任用職員

イ　会計年度任用職員

150,773

42歳3月

0

(注)１

　　２

千円 千円

107,637

　職員手当には、退職手当を含まない。

　特別職に支給される給与及び報酬は含まない。

千円千円

計

人件費率
(Ｂ／Ａ)

千円 千円

給 与 費

　人件費とは、一般職、特別職に支給される給与、退職手当、共済負担金、災害補償
費等である。会計年度任用職員の災害補償費は、常勤職員の人件費に含む。

　普通会計とは、一般会計と特別会計（準公営企業会計を除く。）をいう。

給 与 費

997,507,909

％

178,120

警 察 職 334,236円 478,554円 38歳2月

21,526,757 40,946,876 160,433,205

給　料

千円

97,959,572

計

千円

千円

334,548円

321,390円 413,589円

　令和６年４月１日現在の一般職の職員の平均給料月額、平均給与月額等は、次のとおりである。

職員手当 期末手当

ア　常勤職員

(3)　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢

53歳2月

千円 ％

997,507,909

小 ・ 中 学 校 教 育 職

高 等 学 校 教 育 職

期末・勤勉手当

(注)１

　　２

給　料

区 分 平均給料月額 平均給与月額

一 般 行 政 職

平均年齢

千円

技 能 労 務 職

8,286 34,850

　令和６年度の職員の給与費の状況は、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年度普通会計決算）

384,158円 438,386円 46歳6月

298,719円

職員手当

361,013円 404,962円

人件費率
(Ｂ／Ａ)

歳出額(Ａ)

21.4212,994,177

千円

(1)　人件費

イ　会計年度任用職員

歳出額(Ａ) 人件費(Ｂ)

人件費(Ｂ)

　令和６年度の人件費の状況は、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年度普通会計決算）

ア　常勤職員及び短時間勤務再任用職員

42歳9月

３　職員の給与の状況
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3.9% 1.4% 0.5% 0.0% 100.0%

７級 ８級 ９級 10級 計

本庁の課長
(困難な業務)

本庁の
副部長

本庁の
部長

本庁の部長
(特に重要)

213人 80人 28人 0人 5,530人

主事・技師 主任主査 主幹
本庁の総括
課長補佐

本庁の
課長

職員数

構成比

標準的な
職務内容

１級

750人

13.6%

主事・技師

912人 1,025人 1,049人 1,129人 344人

16.5% 18.5% 19.0% 20.4% 6.2%

区分 ２級

　経験年数は、採用前に民間企業等に勤務した期間がある場合にはその期間を換算
し、採用後の勤務期間に加算した年数である。

　短時間勤務再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

　職員は、従事する職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、その適用される給料表に定め
る級に格付けされている。
　令和６年４月１日現在の行政職給料表が適用される一般行政職の級ごとの標準的な職務内容、
その職員数及び構成比は、次のとおりである。

(6)　一般行政職の級別職員数

３級 ４級 ５級

395,615円 418,650円 430,216円

‐ ‐ 334,575円

６級

323,774円 398,344円 427,156円 439,178円

(注)１

　　２

270,983円

349,830円 381,366円

391,987円 411,632円 411,868円

353,902円 390,559円 413,011円

一 般 行 政 職
大 学 卒 269,976円

高 校 卒 236,118円

技 能 労 務 職 高 校 卒 219,000円

小・中学校教育職 大 学 卒 324,582円

　　２

　令和６年４月１日現在の新規採用職員の初任給は、次のとおりである。

(4)　職員の初任給

227,800円
警 察 職

-

大 学 卒

大 学 卒

経験年数10年

359,418円 383,881円 404,223円

　「ア　常勤職員」は、再任用職員を除く。

一 般 行 政 職

小・中学校教育職

大 学 卒

高 校 卒

大 学 卒

高 校 卒

高 等 学 校 教 育 職

255,200円

208,542円会 計 年 度 任 用 職 員

254,100円

254,100円

　　３

314,081円

警 察 職
大 学 卒 296,920円

　平均給料月額は、本俸に給料の調整額及び教職調整額を含んだ額である。

　平均給与月額は、平均給料月額に扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、時
間外勤務手当、義務教育等教員特別手当、特殊勤務手当等を加えたものである。

(注)１

経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年区 分

216,400円

220,000円

188,000円

227,400円

196,100円

260,000円

区 分 宮城県 国

(5)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

-

高 校 卒

平均給与月額

　令和６年４月１日現在の経験年数別の平均給料月額は、次のとおりである。

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒

イ　会計年度任用職員

区 分 平均給料月額 平均年齢

54歳1月183,650円
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２　支給対象職員は短時間勤務再任用職員を除く。

24人 5人 5人 2人 1人 1人

20.0% 20.0% 16.0% 15.0% 12.0% 10.0%6.0%10.0%

大阪府
大阪市、

愛知県
豊田市

愛知県
名古屋市

東京都
立川市

広島県
広島市

宮城県

仙台市 多賀城市

20.0% 20.0% 16.0% 15.0% 2.0%4.5%10.0%

4人

　本県の「特定幹部職員」とは、部長級及び副部長級の職員で管理職手当の支給割
合の区分が３種以上の職を占める職員をいう。

　再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ　地域手当

１　会計年度任用職員を除く。

支給対象職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算)

手当の種類(手当数)

東京都
千代田区

東京都
特別区
（千代田
区を除
く）

支給額の多い手当

教員特殊業務手当（教育職）

12.0%

485人7,195人

犯罪捜査等作業手当（警察職）

夜間特殊業務手当（警察職）

警ら手当（警察職）

勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.100月分 2.100月分 2.500月分

６月期 1.225月分 1.025月分

2.100月分

期末手当

支 給 対 象 地 域

支給対象職員１人当たり平均
支給年額（令和６年度）

国の制度（支給率）

支 給 率

支 給 対 象 職 員 数

代表的な
手当の名称

80千円

42

多くの職員に支給されている手
当

教員特殊業務手当（教育職）

教育業務連絡指導手当（教育職）

交通捜査業務手当（警察職）

警ら手当（警察職）

夜間特殊業務手当（警察職）

1.225月分

2.500月分

(支給割合)

計

1.025月分 1.025月分 1.225月分

1.275月分 1.075月分 1.075月分 1.275月分

教育業務連絡指導手当（教育職）

2.100月分 2.500月分

一般職員 特定幹部職員 特定幹部職員一般職員
(支給割合)

1.025月分 1.225月分

１２月期 1.275月分 1.075月分 1.075月分 1.275月分

期末手当

2.500月分

宮 城 県 国

(7)　職員手当

　令和６年度における主な職員手当の状況は、次のとおりである。

（令和６年度）

勤勉手当 期末手当 勤勉手当

６月期

１２月期

計

　　２

支給総額

職員１人当たり平均支給年額

5,538,380千円

575千円

ア　期末手当・勤勉手当

左記以外

15.0%

　会計年度任用職員を除く。(注)

(注)

1.5%

13,124人

6.0%(富谷市)

3.0%(名取市、利府町)

(注)１

（令和６年４月１日現在）

エ　時間外勤務手当

（令和６年４月１日現在）

(注)

ウ　特殊勤務手当

15.0%

埼玉県
さいたま市、

千葉県
千葉市、
東京都
府中市、
東京都
小金井市

（令和６年度決算）

　会計年度任用職員を除く。

120千円
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宮 城 県 国

（支給率）

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続２０年 19.6695月分

自己都合

勤続３０年 39.7575月分

オ　退職手当

１人当たり
平均支給額

3,793千円 21,801千円
１人当たり
平均支給額

未公表 未公表

　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員（警察職及び教
育職を除く。）に支給された平均額である。

　会計年度任用職員を除く。

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例
措置（2%～加算）

その他の
加算措置

定年前早期退職特例
措置（2～45%加算）

（令和６年４月１日現在）

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続２５年 28.0395月分

勤続３０年 39.7575月分 47.709月分

勧奨・定年 （支給率） 自己都合

(注)１

33.27075月分

　　２

47.709月分

24.586875月分

勧奨・定年
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※

ａ

ｂ

17:45

９半 9:30 同上 18:15

　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との間の均衡を考慮して
条例等で定めている。

９○

　知事部局等（※）及び教育委員会（県立学校を除く）では、公務の能率の向上と仕事と
生活の調和の推進を図るために時差勤務を行っており、これによる勤務時間は、次のとお
りである。

9:00 同 上 17:45

遅出勤務２

17:15

8:00

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　７時間45分／日

ア　始業、終業、休憩時間等

(2)　その他の勤務条件

イ　休日

遅出勤務１

12:00

16:45

基本勤務 8:30 同 上 17:15

早出勤務１ 7:00

休憩時間

7:00 12:00 ～

時差勤務区分

７○

８○

13:00

　そのほか、勤務する職場の特殊性や家庭生活の両立のため、特段の配慮が必要な職員に
ついては、これと異なった勤務体制をとっている場合がある。

10:00

（休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分）

(1)　職員の勤務時間

早出勤務２ 7:30

休憩時間

9:30 同 上

始　業

～

休憩時間 終　業

13:00

　なお、警察本部では、育児、介護等の事由のある職員が希望した場合は、時差勤務を行
うことができ、これによる勤務時間は、次のとおりである。

１０○ 10:00 同上

9:00

始　業

8:30

　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

遅出勤務３

同上

同上

　12月29日から翌年の１月３日までの日（国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。）

18:45

18:15

時差勤務区分 始　業 終　業

同上7:30

16:15

18:45同 上

同 上

　日曜日及び土曜日は、一般的に勤務を要しない日である。また、次に掲げる日には、特に
勤務を命じられない限り勤務する必要はない。

左記から右記までの間の１時間

16:45

15:45

終　業

７半 16:15

15:45

　「知事部局等」とは、知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、労働委員
会事務局、人事委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局及び企業局をいう。以下同じ。

早出勤務３ 8:00 同 上
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　年次有給休暇は、職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的と
し、毎年20日取得することができる。ただし、採用された年だけは、その採用された月に
より２日から20日までの日数となり、翌年から20日となる。
令和６年に職員が取得した年次有給休暇の１人当たりの平均日数は、次のとおりである。

　職員は、次の休暇を取得することができる。

ウ　休暇

(注)

○令和６年　年次有給休暇取得状況

(ｱ)

　結婚、出産、親族の看護など一定の要件に該当するときは、特別休暇を取得することが
できる。
　令和６年に職員が取得した特別休暇の１人当たりの平均日数は、次のとおりである。

１人当たり平均取得日数

8.0日

　小、中学校の教職員及び会計年度任用職員を除く。

ｂ　会計年度任用職員

(注)

(注)

○令和６年　特別休暇取得状況

(ｳ) 　特別休暇

　小、中学校の教職員を除く。

取得人数（延べ）

2人

　職員が病気にかかり、又は負傷を受け、そのため療養を必要とするときは、療養のため
の休暇を取得することができる。
　令和６年度に７日以上の病気休暇を取得した職員の数（延べ）は、次のとおりである。

(ｲ)

１人当たりの平均取得日数

14.2日

取得人数（延べ）

887人

　小、中学校の教職員及び会計年度任用職員を除く。

○令和６年度　病気休暇取得状況

ａ　常勤職員及び短時間勤務再任用職員

　病気休暇

　年次有給休暇
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(注)

　介護時間

2人

ａ　常勤職員及び再任用職員（短時間勤務）

(ｴ) 　介護休暇

○令和６年度　介護休暇取得状況

取得人数

0人

取得人数

3人

ｂ　会計年度任用職員

(注)

ａ　常勤職員及び再任用職員（短時間勤務）

　小、中学校の教職員を除く。

　小、中学校の教職員を除く。

取得人数

(ｵ)

取得人数

○令和６年度　介護時間取得状況

ｂ　会計年度任用職員

0人

　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により介護をするため
勤務しないことが相当であると認められるときは、連続する３年以内において、１日につ
き２時間を超えない範囲内で介護時間を取得できる。介護時間により勤務しない期間は無
給となる。
　令和６年度に介護時間を取得した職員の数は、次のとおりである。

　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により介護をするため

勤務しないことが相当であると認められるときは、６月の範囲内で介護休暇を取得できる。

介護休暇により勤務しない期間は無給となる。
令和６年度に介護休暇を取得した職員の数は、次のとおりである。
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５　職員の休業の状況

計

部分休業
取得者数

育児休業
取得者数

区 分

312

　大学等課程の履修又は国際貢献活動のため、３年を超えない範囲内において取得することが
できる。自己啓発等休業により勤務しない期間は無給となる。

国際貢献
活動

1令和６年度新規取得者 1

前年度から取得中の者 3

前年度から取得中の者

587 111

（単位：人）

男　性 275

○令和６年度　大学院修学休業の取得状況

(2)　大学院修学休業

　公立学校の教員が専修免許状を取得することを目的として大学院の課程等を履修するため、
３年を超えない範囲内で年を単位として取得することができる。大学院修学休業により勤務し
ない期間は無給となる。

女　性

○令和６年度　育児休業・部分休業及び育児短時間勤務の取得状況

(1)　育児休業・部分休業及び育児短時間勤務制度

7

10 1

取得者数

0令和６年度新規取得者

101 6

（単位：人）

0

（単位：人）

○令和６年度　自己啓発等休業の取得状況

0

区 分

大学等
課程の履修

取得者数

12

育児短時間勤務
取得者数

(3)　自己啓発等休業

区 分

　育児休業は、職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が産まれてから57日以内に２
回、それ以降３歳に達する日までに２回取得することができる。育児休業により勤務しない期
間は無給となり、期末手当及び勤勉手当については勤務しない期間に応じ減額されることにな
る。

　部分休業は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又
は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲で、30分単位で取得することができる。
部分休業により勤務しない場合は、その勤務しない１時間につき、勤務時間１時間当たりの給
与額を減額して支給する。
　なお、職員の育児休業等に関する条例の改正により、令和７年10月１日からは、第１号部分
休業（従来の部分休業の勤務時間の始め又は終わりに限り取得可能とする取扱いを廃止し、勤
務時間内に30分単位で合計２時間まで取得することができる。）と第２号部分休業（年度内に
10日（常勤職員であれば77時間30分）まで、１時間から１日の単位で取得することができる。）
の２つのいずれかの形態を職員が選択できることとなる。

　育児短時間勤務制度は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が①３時間55分
／日（19時間35分／週）②４時間55分／日（24時間35分／週）③３日／週（23時間15分／週）
④2.5日／週（19時間25分／週）等から選択し取得することができる。給与は、勤務時間に応じ
て支給される。
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令和６年度新規取得者 4

前年度から取得中の者

　大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、２年を超えない範囲内において、
１週間の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で取得することができる。修学部分休業により
勤務しない場合は、その勤務しない１時間につき、勤務時間１時間当たりの給与額を減額して
支給する。

○令和６年度　高齢者部分休業の取得状況

○令和６年度　修学部分休業の取得状況

区 分 取得者数

令和６年度新規取得者

3

1

○令和６年度　配偶者同行休業の取得状況

前年度から取得中の者 3

(4)　配偶者同行休業

（単位：人）

令和６年度新規取得者

取得者数

（単位：人）

(6)　高齢者部分休業

　外国で６月以上にわたり継続して勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするため、
３年を超えない範囲内において取得することができる。配偶者同行休業により勤務しない場合
は無給となる。

区 分 取得者数

1

前年度から取得中の者 0

　定年退職日の５年前の日から取得することができる。高齢者部分休業により勤務しない場合
は、その勤務しない１時間につき、勤務時間１時間当たりの給与額を減額して支給する。

区 分

（単位：人）

(5)　修学部分休業
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全体の奉仕者たるにふさわし
くない非行のあった場合

地公法第29条第1項第3号 0 1 3 1 5

1 11 3 4 19合 計

　　２

（単位：人）

(2)　懲戒処分

法令に違反した場合 地公法第29条第1項第1号 0 1 0 3 4

職務上の義務に違反し又は職
務を怠った場合

地公法第29条第1項第2号 1 9 0 0 10

1地公法第28条第4項により失職した者

1 0 174 0 175合 計

　懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合又
は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合において、職場の秩序を維持し、回復
を図るために行われる処分である。

　令和６年度の懲戒処分の状況は、次のとおりである。

処 分 の 種 類 
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計

 処 分 事 由

地公法第28条第4項に基づく条例により失職しなかった者 0

　分限処分に付された者の数を、処分の種類及び事由に着目して計上している。

　同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、その数を重複して計上している。

(注)１

0

1

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

休 職 降 給 合 計

条例で定める事由による場合 地公法第27条第2項 2 0 2

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合 地公法第28条第2項第2号 5 5

地公法第28条第1項第3号 0 0 0

 処 分 事 由

1 0

地公法第28条第1項第4号 0 0

処 分 の 種 類 

地公法第28条第1項第2号
　　　　　　第2項第1号

0 0 167 167

地公法第28条第1項第1号

６　職員の分限及び懲戒の状況

人事評価又は勤務の状況を示す事実に照
らして、勤務実績が良くない場合

　分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を欠く場合
等において、公務能率の維持及び適正な行政運営の確保を図るために行われる処分である。

　令和６年度の分限処分の状況は、次のとおりである。

失 職降 任 免 職

（単位：人）

(1)　分限処分

心身の故障の場合

- 13 -



倫理の保持

選挙に関する服務規律の確保 1

(2)　倫理の保持

3 7 4

　「職員の退職管理に関する条例」により、再就職者から現職職員への働きかけを規制し、あ
わせて再就職情報の届出を義務化している。
　令和６年度の再就職の状況は次のとおりである。

知事部局等 教育委員会

８　職員の退職管理の状況

111 48

34 12

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 法第32条

信用失墜行為の禁止 法第33条

秘密を守る義務 法第34条

職務に専念する義務 法第35条

政治的行為の制限 法第36条

争議行為等の禁止 法第37条

営利企業への従事等の制限 法第38条

　ただし、研修を受ける場合や定期健康診断を受診する場合のほか、人事委員会が定める場合
に職務に専念する義務が免除されることがある。また、営利企業への従事等に関しては、許可
基準を設け運用している。

　職員は全体の奉仕者であって、その職務は住民から負託された公務であることから、公務員
としての倫理の保持については、常日頃から職員に対して注意を喚起し、その徹底を図ってい
る。
　令和６年度においては、倫理の保持に関する職員への文書通知を、次のとおり行っている。

区　分 知事部局等

17

警察本部

（単位：人）

　法第30条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の
ために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」
と規定されており、法では下記の義務や制限が定められている。

服務の具体的内容 法の規定

服務の宣誓 法第31条

(1)　服務制度の概要等

７　職員の服務の状況

区　分

再就職の届出の対象となる退職者数

再就職の届出のあった人数

　再就職の届出の対象となる退職者：管理職手当４種以上の者及び地方機関及び支所の長等。　　３

　退職後２年間、営利企業等へ再就職した場合に届出が必要となるもの。(注)１

　　２

01

警察本部教育委員会

（単位：回）

　令和４年度及び令和５年度に退職した職員のうち、再就職の届出の対象となる退職者から令和５年７
月１日から令和６年６月30日までに届出のあった再就職の状況。警察本部については、令和６年４月１
日から令和７年３月31日までに届出のあった再就職の状況。

17
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ウ　部局研修

　部局ごとに抱える行政課題を解決するために、専門的な知識・技術を学ぶとともに、部内
のそれぞれの職場との連携と職員の相互理解、共通認識を促す部局研修は極めて重要な役割
を果たしている。
　環境生活部、保健福祉部、経済商工観光部、農政部、水産林政部、土木部等においては、
各職種に求められる技術力向上のため、それぞれ研修計画等を策定し、職員の育成に努めて
いる。

　派遣研修は、広範な専門知識・経験を修得することができる貴重な機会であり、省庁、他
都道府県、県内市町村、自治大学校等への派遣を行っている。

124

総括課長補佐級研修 98

課長級研修 59

主事・技師研修 162

主査級研修 141

主任主査級研修

　「みやぎ人財育成基本方針」（平成28年９月改定）に掲げる「創造性豊かで自律的に行動する

宮城県職員」の育成を図るため、職員一人ひとりの資質・能力向上に資する研修を実施している。

班長研修

ア　職場研修

0

エ　派遣研修

みやぎ人財育成管理者セミナー等 449

508

2,044合 計

階層別研修

選択制研修

60歳のキャリア研修 86

技能職員研修 23

任期付職員研修

イ　研修所研修

９　職員の研修の状況

　職場研修（ＯＪＴ）は、所属長が所属職員に対し日常的に実施するもので、資質・能力育
成の手段として最も実践的かつ効果的なことから、職員研修の中核として位置づけるととも
に、ＯＪＴ指導者の育成や職場内研修会の開催を促進している。

(1)　知事部局等

103

291新任職員研修

修了者数区 分

（単位：人）

　職員が職位及び責任の程度に応じて求められる知識や資質・能力を修得する階層別研修と
階層別研修で学習した内容を深化させたり、高度かつ専門的な知識や資質・能力を修得でき
る選択制研修を実施している。
　令和６年度に実施した公務研修所での研修の状況は、次のとおりである。
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合 計 468

区 分

新任職員研修（前期）

　宮城県教育委員会では、「宮城県教職員育成協議会」を組織し、本県教育の現状やこれま
での教員の資質能力の向上に関する取組を踏まえ、校長及び教員としての資質の向上に関す
る指標「みやぎの教員に求められる資質能力」を策定し、教員のライフステージに応じた研
修体系を構築している。
　この教員研修体系は、教員の教職経験段階を、第０期（新規採用時）、第Ⅰ期（基礎形成
期）、第Ⅱ期（資質成長期）、第Ⅲ期（資質充実期）、第Ⅳ期（深化発展期）の五段階に分
け、教員がそれぞれの段階で身に付けるべき資質能力を習得するため、教職を目指す学生を
養成する大学と連携して行う研修、経験年数や職務に応じてその職務遂行に必要な知識や実
践的指導力等の向上を図るための基本研修、教科等の課題に応じた専門研修、総合教育セン
ターや大学院、中央研修への派遣などの総合研修及び校内研修への支援とに分けて研修を実
施した。

区 分

基本研修（初任者研修等） 12,916

専門研修（教科・領域等） 4,037

総合研修（最新教育課題、長期研修発表会等）

主査級研修（昇任）

20

主事・技師級研修 27

主査級研修（経験者） 21

主任主査級研修 16

新任事務室長研修 22

新任事務次長研修 13

新任班長研修

学校事務共同実施リーダー育成研修 22

13

管理者研修 36

労務職員研修 29

受講者数

31

特別研修

階層別研修

専門研修

新任学校司書研修 1

学校司書研修 30

795

合 計 17,748

ア　教員

(2)　教育委員会

（単位：人）

イ　学校事務職員等

（単位：人）

学校事務レベルアップ研修

選択制研修 タスク管理講座等（８講座） 89

学校事務職員ワン・ウィーク異校種交流研修

24

37新任職員研修（後期）

37

受講者数

　事務職員等研修規程及びみやぎ人財育成基本方針に基づき、創造性豊かで自律的に行動す
る職員の育成を目標に、自律的な能力開発をサポートする研修を実施している。
　階層別研修では、それぞれの職階に応じた職務遂行に必要な知識及び技能修得並びに資質
の向上を図ることのできる科目を実施した。
　専門研修では、学校司書及び労務職員に対し、業務に必要な知識及び技能の修得を図る研
修を実施した。
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89

13

444

(3)　警察本部

　宮城県警察教養に関する規則（平成13年宮城県公安委員会規則第14号）及び宮城県警察教養
規程（平成13年宮城県警察本部訓令第22号）に基づき、警察職員一人ひとりが、警察法（昭和
29年法律第162号）の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫
理を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得するため、警察学校及び職場における教養等を
実施している。

区 分 受講者数

昇任時教養

警察運営科 7

合 計 896

専門教養

採用時教養

初任科 90

初任補修科

一般職員初任科

警部任用科 34

警部補任用科 74

巡査部長任用科 102

課長補佐任用科 7

係長任用科 18

主任任用科 18

（単位：人）
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(注)令和６年度末廃止の地方寮2棟（古川及び気仙沼田中前）も計上している。

（単位：人）

イ　職員宿舎

設　置　数

1,961
戸
・
室

1,244

717

戸

室

77

13

棟

棟

　市町村立学校の教職員については、各市町村で受診するため、計上していない。

　事務や事業の円滑な運営を目的に、職員とその家族が居住するための住宅や寮を整備し、
管理している。

　令和６年度末の設置状況は、次のとおりである。

職 員 住 宅

職 員 寮

区分

検査項目 受診者数

15,019

15,429

15,393

15,420

15,425

胸 部 Ｘ 線 検 査

血 圧 検 査

尿 検 査

血液生化学検査

心 電 図 検 査

医療給付

区分 本人掛金

医療給付
標準報酬月額×46.60/1000

標準期末手当等額×46.60/1000

棟90

　共済制度とは、職員の掛金と使用者である地方公共団体等の負担金を財源として、職員の
生活の安定と福祉の向上を図るもので、地方職員共済組合等が下記の各種給付事業や福祉事
業を行っている。

　職員とその家族の病気や負傷等に伴い、必要となる治療費や入院費、出産費、育児休業
手当金等の給付を行っている。

本人掛金

標準報酬月額×47.98/1000

標準期末手当等額×47.98/1000

標準報酬月額×8.33/1000

標準期末手当等額×8.33/1000

事業主負担金

標準報酬月額×47.98/1000

標準期末手当等額×47.98/1000

標準報酬月額×8.33/1000

標準期末手当等額×8.33/1000

区分

合 計

○　公立学校共済組合（令和６年４月から令和７年３月まで）

○　地方職員共済組合（令和６年４月から令和７年３月まで）

(ｱ)　短期給付事業

ウ　共済制度

介護保険

介護保険

標準報酬月額×7.96/1000

標準報酬月額×47.75/1000

事業主負担金

(注)

標準期末手当等額×47.75/1000

ア　職場の安全衛生

(1)　職員の福祉

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

標準報酬月額×7.96/1000

標準期末手当等額×7.96/1000 標準期末手当等額×7.96/1000

　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及び学校保健安全法（昭和33年法律第56号）並び

に職員安全衛生管理規程（平成23年宮城県訓令甲第10号）等の規定に基づき、定期健康診断、

がん検診等を実施し、職員の安全と健康の保持、増進及び快適な職場環境の形成に努めた。
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標準期末手当等額×44.89/1000 標準期末手当等額×45.31/1000

事業主負担金

　（令和６年４月から令和７年３月まで）

介護保険
標準報酬月額×8.68/1000 標準報酬月額×8.68/1000

標準期末手当等額×8.68/1000

本人掛金 事業主負担金

標準報酬月額×1.41/1000

標準報酬月額×7.5/1000

標準期末手当等額×7.5/1000

○　地方職員共済組合・公立学校共済組合・警察共済組合

(ｲ)　長期給付事業

○　警察共済組合（令和６年４月から令和７年３月まで）

標準期末手当等額×1.32/1000

標準報酬月額×1.32/1000

標準期末手当等額×1.41/1000

標準報酬月額×1.41/1000

○　警察共済組合

標準期末手当等額×8.68/1000

標準報酬月額×1.32/1000

事業主負担金

年金払い退職給付の掛金・負担金

本人掛金

標準報酬月額×7.5/1000

標準期末手当等額×7.5/1000

標準報酬月額×91.50/1000

標準期末手当等額×91.50/1000

(ｳ)　福祉事業

　職員とその家族が健康で豊かな生活が送れるよう、健康増進の事業など各種事業を実施
している。

○　地方職員共済組合

本人掛金 事業主負担金

標準報酬月額×1.38/1000 標準報酬月額×1.38/1000

標準期末手当等額×1.38/1000 標準期末手当等額×1.38/1000

○　公立学校共済組合

標準報酬月額×124.9/1000

標準期末手当等額×124.9/1000

事業主負担金

標準期末手当等額×1.32/1000

本人掛金

標準期末手当等額×1.41/1000

本人掛金

区分 本人掛金 事業主負担金

医療給付
標準報酬月額×44.89/1000 標準報酬月額×45.31/1000

　組合員が退職した場合、在職中の病気や負傷により障害を負った場合、又は在職中に死
亡した場合に、老後の生活や遺族の生活の安定のため年金や一時金を給付している。また、
平成27年10月から被用者年金制度の一元化により、共済年金が厚生年金に統一され、公務
員も厚生年金に加入している。なお、共済年金独自の職域部分は廃止され、平成27年10月
から新たな年金制度として「年金払い退職給付」が創設されている。
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9 57 4 322 104

イ　不利益処分に関する審査請求

ア　措置要求制度

(2)　職員の利益の保護

　法第46条の規定により、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に
対して、任命権者により適当な措置が執られるべきことを要求することができるとされてい
る。
　なお、企業職員（企業局）については、地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「地
公企法」という。）第39条第１項において、法第46条の適用が除外されているが、地方公営
企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。）第５条
の規定により、労働組合を結成して労働協約を締結する権利が認められている。

　法第49条の２の規定により、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職
員は、人事委員会に行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による審査請求をすることがで
きるとされている。
　なお、企業職員（企業局）については、地公企法第39条第３項において、行政不服審査法
の適用が除外されているが、地公労法第７条及び第13条並びに労働組合法（昭和24年法律第
174号）第７条、第27条等の規定により保護されている。

252

　地方公務員災害補償制度は、地方公務員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をい
う。）又は通勤による災害によって生じた損害を補償するとともに、必要な福祉事業を行う
ものである。

　令和６年度の補償等の状況は、次のとおりである。

（単位：件）

エ　公務災害補償

補 償
福祉事業

療養補償 障害補償 遺族補償 その他 合 計
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※１　実施職種：農業土木、林業、保健師　　　※２　実施職種：土木、建築、電気

ア　実施日

(1)　競争試験の実施状況

１　職員の競争試験及び選考の状況

（定例試験）

最終合格発表日

 　令和６年度の競争試験の実施状況は、次のとおりである。

　法に規定する成績主義の原則に基づき、職員の任用に関する規則（人事委員会規則４－０）を
定め、職員の採用に当たっては、原則として競争試験により、また、医師等の競争試験により難
いと認められる一部の職種については選考により、受験成績その他の能力の実証に基づき、厳正
に優秀な人材の確保に努めている。

二　人事委員会の業務の状況

２次試験日１次試験日

区 分

区 分

令和６年９月29日

令和６年６月16日

令和６年５月12日

令和６年９月29日

令和６年６月16日

令和６年11月15日

警 察 官 Ａ
試 験
( ２ 回 目 )

令和６年９月22日

（大卒程度・民間企業等職務経験者対象試験）

１次試験日 ２次試験日

職務経験者
（第１回）

(※１)

最終合格発表日

令和６年10月15日
令和６年10月16日～18日

令和６年11月15日

警 察 官 Ｂ
試 験

令和６年９月22日

（就職氷河期世代を対象とした職員採用試験）

令和６年10月15日
令和６年10月16日～21日

令和６年７月５日

令和６年11月15日

令和６年11月15日

令和６年８月９日

令和６年６月４日
令和６年６月５日～７日

令和６年10月22日
令和６年10月23日～25日

令和６年10月22日
令和６年10月28日～31日

令和６年７月12日
令和６年７月16日～25日

警 察 官 Ａ
試 験
( １ 回 目 )

高 卒 程 度
試 験

短 大 卒
程 度 試 験

大 卒 程 度
試 験

令和６年10月20日 令和６年11月15日

令和６年８月９日令和６年７月21日

就職氷河期
世 代 試 験

令和６年12月８日 令和７年１月30日令和７年１月11日～12日

職務経験者
(第２回)
(※２)

令和６年９月22日

区 分 １次試験日 ２次試験日 最終合格発表日
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　 令和６年度の採用及び転任選考の状況は、次のとおりである。

区　分 知事部局 教育委員会 警察本部 その他 計

(2)　採用・転任選考の実施状況

職務経験者
(第２回)

25 16 64.0 10 7

150 71

競争倍率
（倍）

3.2

4.5

3.3

2.6

2.4

区　分 申込者数

250 141

64.9

196

受験者数
受験率
（％）

第 １ 次
合 格 者 数

最 終
合 格 者 数

競争倍率
（倍）

222

27.4

2.3

（単位：人）

37 16

88.2 159 83

262

（大卒程度・民間企業等職務経験者対象試験）

7 87.5

（単位：人）

大 卒 程 度
試 験

短 大 卒
程 度 試 験

585

警 察 官 Ａ
試 験

312

96072366
課長補佐及びその
相当職以下

（単位：人）

副部長及びその相当職 7 0 0 0 7

課長及びその相当職 3 14 4 0 21

部長及びその相当職 10 0 1 0 11

合 計 86 37 12 0 135

　 令和６年度の昇任選考の実施状況は、次のとおりである。

区　分 知事部局 教育委員会 警察本部 その他

(3)　昇任選考の実施状況

（単位：人）

48

33

計

部長及びその相当職 14 0 16 3

副部長及びその相当職 42 4 1 1

5 151課長及びその相当職 91 24 31

就職氷河期
世 代 試 験

458

100

イ　競争試験の実施状況

72

申込者数 受験者数

84.0

170

受験率
（％）

78.3

86.7

受験率
（％）

競争倍率
（倍）

（就職氷河期世代を対象とした職員採用試験） （単位：人）

区　分
第 １ 次
合 格 者 数

8 6

最 終
合 格 者 数

111

314

3 2.3
職務経験者
(第１回)

277
高 卒 程 度
試 験

受験者数
第 １ 次
合 格 者 数

最 終
合 格 者 数

516 384 74.4 14

合 計 147 28 48 9 232

51

警 察 官 Ｂ
試 験

区　分 申込者数

（定例試験）
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①　②以外の職員

②　特定幹部職員

(ｂ)　令和７年６月期以降の支給割合

①　②以外の職員

②　特定幹部職員

(2)　公民較差

(1)　報告及び勧告の日

２　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

[2.97%]

較差（Ａ－Ｂ）

較差（Ａ－Ｂ）

375,360円

県職員給与　Ｂ

364,533円 10,827円

民間（Ａ） 県職員（Ｂ）

(3)　期末手当・勤勉手当

(ｃ)　獣医学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を
　　51,800円とすること。

(ｂ)　医療職給料表（一）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は
　　歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を
51,600円とすること。

(ａ)　医療職給料表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を
　　416,600円とすること。

(ａ)　令和６年12月期の支給割合

ａ　期末手当及び勤勉手当

　６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.05月分（定年前再任
用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6月分）とし、６月及び12月に支給される
勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.25月分（定年前再任用短時間勤務職員にあって
は、それぞれ0.6月分）とすること。

　６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.25月分（定年前再任
用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.7月分）とし、６月及び12月に支給される
勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.05月分（定年前再任用短時間勤務職員にあって
は、それぞれ0.5月分）とすること。

　人事委員会は、法第８条、第14条及び第26条の規定に基づき、職員の給与の実態把握及び生計
費の水準把握など職員の給与決定の諸条件等について調査及び検討を行い、議会及び知事に対し
て職員の給与等に関して報告するとともに、併せて給与に関する勧告を行っている。
　令和６年の勧告の状況については、次のとおりである。

4.60月 4.50月

　 現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。［別記第１　略］

(ｲ)　諸手当

(ｱ)　給料表

ア　職員の給与に関する条例の改正

【令和６年４月の公民較差等に基づく改定】

(4)　報告及び勧告の内容

0.10月

ｂ　初任給調整手当

　期末手当の支給割合を1.275月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、
0.7125月分）とし、勤勉手当の支給割合を1.075月分（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、0.5125月分）とすること。

　 令和６年10月17日 

民間給与　Ａ

　期末手当の支給割合を1.075月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、
0.6125月分）とし、勤勉手当の支給割合を1.275月分（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、0.6125月分）とすること。
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ｃ　寒冷地手当

(ａ)　寒冷地手当の支給月額を、地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、次の表に
　　掲げる額とすること。

(ｂ)　寒冷地手当の県内の支給地域は、栗原市、大崎市及び刈田郡のうち七ヶ宿町とす
　　ること。この改正に伴い支給地域に該当しないこととなる地域に引き続き在勤する
　　職員等については、所要の経過措置を講ずること。

世帯等の区分

扶養親族のある
職員

その他の世帯主で
ある職員

世帯主である職員

その他の職員

人事委員会規則で定める額

19,800円 11,400円 8,200円

　 【令和６年４月の公民較差等に基づく改定】アの（ｱ）による改定後の給料表を別記第
４のとおり改定すること。[別記第４　略]
　　新給料表への切替えは、別記第５の切替要領によること。[別記第５　略]

　交通用具使用者のうち、普通自動車等を使用する職員に対する支給月額の限度を
56,700円とすること。

ａ　令和６年12月期の支給割合

(ｲ)　期末手当

宮城県外

ａ　扶養手当

(ａ)　配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額（扶養親族である子の
　　うちに満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３
　　月31日までの間にある子がいる場合にあっては、職員の給与に関する条例第10条第
　　４項の規定により加算される前の額）を１人につき13,000円とすること。

(ｂ)　扶養手当の支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項を定める規定に
　　ついて、所要の措置を講ずること。

　期末手当の支給割合を1.75月分とすること。

　６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.725月分とすること。

【社会と公務の変化に応じた給与制度の整備のための関係条例の改正】

ア　職員の給与に関する条例の改正

(ｱ)　給料表

(ｲ)　昇給制度

　 現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。［別記第２　略］

　 現行の給料表を別記第３のとおり改定すること。［別記第３　略］

　　期末手当の支給割合を1.75月分とすること。

ｂ　令和７年６月期以降の支給割合

(ｲ)　特定任期付職員の令和６年12月期の期末手当

(ｱ)　給料表

イ　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(ｱ)　給料表

ウ　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

地域の区分

宮城県内

d　通勤手当

　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以外の
各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則
で定める職員の昇給は、職員の給与に関する条例第５条第５項に規定する期間における当
該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる
場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するも
のとする。

(ｳ)　諸手当
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【改定の実施時期等】

ｆ　定年前再任用短時間勤務職員の諸手当

　職員の給与に関する条例第11条の３から第11条の５までの規定による地域手当、住居
手当、寒冷地手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給すること。

イ　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(ｱ)　特定任期付職員の特別給については、次のとおりとすること。

地域の区分

　この改定は、令和６年４月１日から実施すること。ただし、【令和６年４月の公民較差等
に基づく改定】アの(ｲ)のａの（b）、ｃの(b)及びｄ並びにウの(ｲ)のｂ、【社会と公務の変
化に応じた給与制度の整備のための関係条例の改正】並びに【改定の実施時期等】のイの(ｱ)
については、令和７年４月１日から実施すること。

１級地 100分の20東京都千代田区

２級地 大阪市 100分の16

ウ　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

　第一号任期付研究員に対して職員の給与に関する条例第18条の２第２項の規定による管理
職員特別勤務手当を支給すること。

ア　改定の実施時期

ｄ　単身赴任手当

　新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、人事委員会規
則で定めるやむを得ない事情により配偶者と別居し単身で生活することを常況とする職
員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが人事
委員会規則で定める基準に照らして困難であるものに対し、単身赴任手当を支給するこ
と。

ｅ　管理職員特別勤務手当

　特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の
午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の
時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給すること。

ａ　勤勉手当を支給すること。

ｂ　６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.95月分とすること。

ｃ　６月及び12月に特定任期付職員に対して支給する勤勉手当の総額は、それぞれ、各任
　命権者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に100分の87.5を乗じて得た額の総額を超え
　てはならないこと。

ｄ　特定任期付職員業績手当を廃止すること。

ｂ　地域手当

(ａ)　地域手当の支給割合を、次の表に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ次に定める
　　割合とすること。

割合

(ｲ)　特定任期付職員に対して職員の給与に関する条例第18条の２第２項の規定による管理職
　員特別勤務手当を支給すること。

３級地 名古屋市 100分の12

４級地 仙台市 100分の5.5

５級地 多賀城市 100分の２

６級地 仙台市及び多賀城市を除く宮城県内の地域 100分の1.5

(ｂ)　令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間における支給割合は、(ａ)に
　　かかわらず、３級地は100分の14、４級地は100分の５とする。

(ｃ)　職員の給与に関する条例第11条の５の規定による地域手当について、支給期間を
　　異動等の日から３年を経過するまでの間とし、異動等の日から２年を経過する日の
　　翌日から３年を経過する日までの期間の支給割合を異動等の前に在勤していた地域
　　等に係る地域手当の支給割合に100分の60を乗じて得た割合とすること。

ｃ　通勤手当

　１箇月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び新
幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を150,000円とすること。
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イ　経過措置等

(ｱ)　扶養手当の月額等の特例措置

ａ　令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間においては、行政職給料表の適用を
　受ける職員でその職務の級が７級以下であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受け
　る職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員には、
　配偶者に係る扶養手当を支給することとし、同手当の月額は 3,000円とすること。

ｂ  令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間においては、子に係る扶養手当の月
　額（扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日から 満22歳に達
　する日以後の最初の３月31日までの間にある子がいる場合にあっては、職員の給与に関
　する条例第10条第４項の規定により加算される前の額）を１人につき11,500円とするこ
　と。

(ｲ)　その他所要の措置

 　(ｱ)に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずること。

給 与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

係属件数 処理件数

区分

　法第46条の規定により、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対し
て、任命権者により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

 　令和６年度の勤務条件に関する措置要求の状況は、次のとおりである。

休 暇 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

勤 務 時 間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旅 費 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

新規
申立

前年度
からの
繰　越

計
(A)

却下 取下 打切
計
(B)全部

容認
一部
容認

全部
否認

判定
翌年度
への繰
越
(A)-(B)

0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0

そ の 他 1 0 1 0 0 0 0 0

　 令和６年度の措置要求に関する完結事案は、次のとおりである。

0 1 0

(2)　完結事案

0 1

0 0 0

0 0

事案番号

0 0 0 0 0

転 任 0

00

1 1 0

合 計 1

(1)　係属状況

３　勤務条件に関する措置の要求の状況

任 用 0

令和５年(措)
第１号事案 知事部局職員

要求者 処理結果

全部否認
令和６年
７月４日

処理年月日要求内容

就業場所の変更等

0 0

0 0 0

厚 生 福 利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

執 務 環 境
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新規
申立

0

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0

0 0

 　令和６年度の審査請求に関する完結事案はない。

0

0 0 0

0 0 0

(2)　完結事案

0 0

合 計 0 1 1 0 0

そ の 他 0 0

0

前年度
からの
繰　越

0

　法第49条の２の規定により、懲戒その他職員の意に反すると認める不利益な処分を受けた職員
は、人事委員会に行政不服審査法による審査請求をすることができる。

　 令和６年度の不利益処分に関する審査請求の状況は、次のとおりである。

区分

係属件数 処理件数
翌年度
への繰
越
(A)-(B)

計
(A)

戒 告

0 0 0

減 給

停 職

0 0 0

0 0 00 1

免 職

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

(1)　係属状況

４　不利益処分に関する審査請求の状況

0

0 0 0 0 0

0

0

取下 打切

判定
計
(B)

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

分
限
処
分

降 給

降 任

0

0 0

0休 職

免 職

0

0

却下

0 0

処分
取消

処分
修正

処分
承認

0 0 0 0 00

0

0 0 0 0 0 0

0

転 任 0 0 0

0 1

0

0 0 0

0

1

0 0 0

0 0

懲
戒
処
分

0 0 0
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